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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２９年４月２０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２８年１１月２２日 ０６時４０分ごろ 

発生場所 長崎県長崎市沖
おき

之島南方沖 

 肥前
ひ ぜ ん

黒瀬
く ろ せ

灯台から真方位３０８°１００ｍ付近 

 （概位 北緯３２°４１.１′ 東経１２９°４６.８′） 

事故の概要  プレジャーボート湧莉
ゆ う り

丸は、南西進中、浅所に乗り揚げた。 

湧莉丸は、プロペラ軸の曲損等を生じた。 

事故調査の経過  平成２８年１１月２２日、本事故の調査を担当する主管調査官（長

崎事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

プレジャーボート 湧莉丸、１.９５トン 

 ２９２－１９１６９長崎、個人所有 

 ６.２４ｍ（Lr）×１.８５ｍ×０.７７ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、４７.８１kＷ、昭和５５年８月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５３歳 

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成６年３月１５日 

  免許証交付日 平成２５年１月１６日 

         （平成３０年１月１５日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 プロペラ軸及びプロペラ翼に曲損、船底部外板に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の末期、潮高 約１０５cm（伊王

島） 

日出時刻：０６時５７分ごろ 常用薄明開始時刻：０６時３１分ごろ 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、知人２人（以下「同乗者」とい

う。）を乗せ、長崎市高島付近の釣り場に向けて同市小ヶ倉地区の船だ

まりを出発した。 

船長は、操舵区画の後方中央部に立って舵柄の操作を行い、本船が伊

王島大橋を通過した頃、肥前黒瀬灯台とその約３００ｍ北西方にある

水上岩との間の水路（以下「本件水路」という。）の中央部付近に船

首を向け、約８.５ノットの対地速力で南西進中、平成２８年１１月２
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２日０６時４０分ごろ沖之島南方沖で突然船底に衝撃を感じた。 

 船長は、周囲を見て浅所に乗り揚げたことが分かり、負傷者がいない

こと及び損傷状況を確認し、自力での離礁を試みたものの離礁すること

ができなかったので、修理業者に本事故の発生を連絡した。 

同乗者の１人は、１１９番通報した。 

 本船の乗船者全員は、付近を航行中の漁船に救助された後、長崎市消

防局からの連絡により来援した巡視艇に移乗して待機していたところ本

船が自然に離礁したので、船長が本船に移乗し、修理業者から連絡を受

けて駆けつけた長崎市にあるマリーナのモーターボートで同マリーナに

えい
．．

航され、同乗者は２人とも巡視艇で同市長崎港に向かった。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 本船の喫水は、船首約０.３ｍ、船尾約０.８ｍであった。 

船長は、肥前黒瀬灯台付近は浅いので近づかないようにしていたも

のの、本件水路の中央部付近をこれまで何度となく航行しており、本

件水路の中央部付近は水深が深いと思っていた。 

船長は、ふだん事前に潮汐を調べて航行していなかった。 

船長は、本船を中古で購入した際、海図２０３（松島水道至早崎瀬

戸）が備えてあったが、劣化が激しくて判別することができず、ま

た、いつも決まった釣り場にしか行かないので、海図で水路調査を行

ったことがなかった。 

船長は、本事故当時、前路に岩や白波を認めなかった。 

本船は、レーダー及びＧＰＳプロッターを装備していなかった。 

海図Ｗ１９７（長崎港及付近）によれば、肥前黒瀬灯台付近から北

西方約４００ｍの範囲が高さ約０.９ｍの干出岩が存在する危険界線

で囲まれており、同灯台から北西方約３００ｍに高さ約１.７ｍの水

上岩がある。 

同乗者のうち１人は、船尾部左舷側の台に腰を掛け、もう１人は同

部右舷側の床に座っていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

本船は、沖之島南方沖を南西進中、潮位が低い状況下、船長が、肥

前黒瀬灯台付近から北西方約４００ｍの範囲が危険界線で囲まれてい

る浅所域であることを知らなかったことから、本件水路の中央部付近

を航行し、浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

船長は、これまで何度となく本件水路の中央部付近を航行してお

り、本件水路の中央部付近の水深が深くなっていると思っていたこと

から、海図で水路調査を行っていなかったものと考えられる。 

船長は、これまで潮汐を調べて本件水路を航行したことがなかった
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ものの、いずれも本船の航行可能な水深となる潮汐時であったことか

ら、本件水路の中央部付近を航行することができた可能性があると考

えられる。 

原因 本事故は、日出前の薄明時、本船が、沖之島南方沖を南西進中、潮

位が低い状況下、船長が、肥前黒瀬灯台付近から北西方約４００ｍの

範囲が危険界線で囲まれている浅所域であることを知らなかったた

め、本件水路の中央部付近を航行し、浅所に乗り揚げたものと考えら

れる。 

参考 

 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・海図を用いて事前に航行予定海域の水路調査を行うこと。 

・潮汐を勘案し、水深に余裕のある水路を航行すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長崎県長崎市 

高島 

船だまり 

× 

沖之島 

肥前黒瀬灯台 

伊王島大橋 

事故発生場所 

（平成２８年１１月２２日 

 ０６時４０分ごろ発生） 

水上岩 


